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（１）審議概観

第170回国会において本委員会に付託され

た案件は、内閣提出４件、本院議員提出５件

及び衆議院提出１件（厚生労働委員長１件）

の合計10件であり、そのうち、内閣提出４件、

本院議員提出４件及び衆議院提出１件を可

決し、本院議員提出１件を継続審査とした。

また、本委員会付託の請願67種類431件の

うち、７種類71件を採択した。

〔法律案の審査〕

児童福祉 児童福祉法等の一部を改正する

法律案（閣法第10号）は、我が国における急

速な少子化の進行、児童虐待等の問題にか

んがみ、次代の社会を担うすべての子どもが

健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整

備を図るため、子育て支援の充実、要保護児

童に対する家庭的環境における養育の充

実、地方公共団体及び事業主の取組の強化

等の措置を講じようとするものである。

委員会においては、次世代育成支援策の

推進、家庭的保育における質の確保の必要

性、社会的養護の充実強化、児童虐待の現

状及びその防止策等について質疑が行わ

れ、採決の結果、全会一致をもって原案どお

り可決された。なお、本法律案に対し附帯決

議が付された。

労働時間 労働基準法の一部を改正する法

律案（第166回国会閣法第81号）は、長時間

にわたり労働する労働者の割合が高い水準

で推移していること等に対応し、労働以外の

生活のための時間を確保しながら働くことが

できるようにするため、一定の時間を超える時

間外労働について割増賃金の率を引き上げ

るとともに、年次有給休暇について一定の範

囲で時間を単位として取得できることとする等

の措置を講じようとするものである。衆議院に

おいて、一定の時間を超える時間外労働に

適用される割増賃金の率の引上げについて、

一定の時間を一箇月「80時間」から「60時間」

に改める等の修正が行われた。

委員会においては、厚生労働大臣より趣旨

説明を、修正案提出者より衆議院における修

正部分の説明を聴取した後、長時間労働是

正のための方策、中小事業主に対する猶予

措置の在り方、年次有給休暇制度の趣旨、雇

用対策の強化の必要性等について質疑が行



われ、討論の後、本法律案は多数をもって、

原案どおり可決された。

雇用対策 平成20年９月15日の米国のいわ

ゆるリーマンショックを契機に、世界の金融資

本市場は100年に一度と言われる危機に陥っ

た。我が国でも、外需に加え国内需要も停滞

し、雇用情勢が急速に悪化した。製造業をは

じめとして非正規雇用が大幅に縮小され、派

遣労働者の中途契約解除、有期労働者の雇

止め等が相次ぎ、企業から提供されていた寮

を退去し住居を失うというケースも生じた。正

規雇用についても、新規学卒者の内定取消

し等が問題化した。

政府はこのような状況に対処するため、10

月30日に「生活対策」、12月９日に「新たな雇

用対策」を公表し、雇用維持、雇用創出、内

定取消し等の対策に取り組んだ。これに対

し、民主党・新緑風会・国民新・日本及び社

会民主党・護憲連合は、12月15日、内定取消

しの規制等のための労働契約法の一部を改

正する法律案（参第７号）、派遣労働者等の

解雇の防止に関する緊急措置法案（参第８

号）、雇用保険法の一部を改正する法律案

（参第９号）及び期間の定めのある労働契約

の規制等のための労働契約法の一部を改正

する法律案（参第10号）を参議院に提出し

た。

内定取消しの規制等のための労働契約法

の一部を改正する法律案は、内定取消しに

関する紛争の防止及び解決等を図るため、採

用内定から就労までの間の契約関係を明確

にしようとするものである。派遣労働者等の解

雇の防止に関する緊急措置法案は、現下の

厳しい雇用情勢にかんがみ、派遣労働者等

の雇用の安定を図るため、派遣労働者等の

解雇を防止するための緊急の措置を講じよう

とするものである。雇用保険法の一部を改正

する法律案は、あまねく労働者の生活及び雇

用の安定を図るため、住宅からの退去を余儀

なくされる派遣労働者等に対する援助等を行

うとともに、雇用保険の適用対象者の拡大、

基本手当の受給資格要件の改正、基本手当

の日額の引上げ、特定受給資格者に係る所

定給付日数の引上げ、国庫負担に関する暫

定措置の廃止等の措置を講じようとするもの

である。期間の定めのある労働契約の規制

等のための労働契約法の一部を改正する法

律案は、期間の定めのある労働契約が簡便

な雇用調整に使われることの防止等のため、

期間の定めのある労働契約の締結事由等の

制限、雇止めの制限等期間の定めのある労

働契約に関する必要な事項を定めようとする

ものである。

委員会においては、４法律案を一括して審

議し、今回の法律案の効果及び政府の雇用

対策との相違点、採用内定取消しを法律で規

制する意義、派遣労働者等への雇用保険の

適用の在り方、有期労働契約に対する規制

の在り方等について質疑が行われた。

４法律案に対する質疑を終局し、派遣労働

者等の解雇の防止に関する緊急措置法案及

び雇用保険法の一部を改正する法律案につ

いて、国会法第57条の３の規定に基づき内閣

から意見を聴取したところ、政府としては反対

である旨の意見が述べられた。

４法律案を順次採決の結果、４法律案は多

数をもって原案どおり可決された。

その他 高度専門医療に関する研究等を行

う独立行政法人に関する法律案（第169回国

会閣法第53号）は、簡素で効率的な政府を実

現するための行政改革の推進に関する法律

の規定等を踏まえ、独立行政法人国立がん



研究センター、独立行政法人国立循環器病

研究センター、独立行政法人国立精神・神経

医療研究センター、独立行政法人国立国際

医療研究センター、独立行政法人国立成育

医療研究センター及び独立行政法人国立長

寿医療研究センターを設立するため、その名

称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め

ようとするものである。衆議院において、国に

よる必要な財政上の配慮、法施行後３年以内

の検討規定を追加する等の修正が行われ

た。

委員会においては、厚生労働大臣より趣旨

説明を、修正案提出者より衆議院における修

正部分の説明を聴取した後、独立行政法人

化する趣旨及び効果、運営費交付金等財政

面での配慮の必要性、今後の国立高度専門

医療研究センターの役割、医師、看護師等の

人材確保の必要性等について質疑が行わ

れ、討論の後、本法律案は多数をもって、原

案どおり可決された。なお、本法律案に対し、

附帯決議が付された。

障害者の雇用の促進等に関する法律の一

部を改正する法律案（第169回国会閣法第69

号）は、障害者の雇用に関する状況にかんが

み、障害者の雇用の促進及びその職業の安

定を図るため、中小企業に関して障害者雇用

納付金の徴収等の対象範囲を拡大するととも

に、短時間労働者を雇用義務の対象に追加

する等の措置を講じようとするものである。

委員会においては、最近の経済情勢と障

害者雇用への影響、精神障害者の雇用義務

化に向けた検討状況、中小企業に対する支

援策の必要性、障害者権利条約の批准に向

けた対応状況等について質疑が行われ、採

決の結果、本法律案は全会一致をもって原

案どおり可決された。

国民健康保険法の一部を改正する法律案

（衆第２号）は、子どもの心身ともに健やかな

育成に資するため、世帯主等が国民健康保

険の保険料等の滞納により被保険者証を返

還した場合であっても、その世帯に属する15

歳に達する日以後の最初の３月31日までの

間にある被保険者があるときは、当該世帯主

等に対し、当該被保険者に係る有効期間を６

月とする被保険者証を交付しようとするもので

ある。

委員会においては、提出者衆議院厚生労

働委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の

結果、本法律案は全会一致をもって原案どお

り可決された。

なお、子ども手当法案（参第３号）は、継続

審査となった。

〔国政調査〕

第169回国会閉会後の平成20年９月18日、

年金記録の標準報酬月額等の不適正な処

理、非食用事故米穀の不正流通、後期高齢

者医療制度等の保険料の特別徴収、社会保

険病院及び厚生年金病院の存続の必要性、

職業能力開発に関する国の責任と雇用・能力

開発機構の在り方等について質疑を行った。

第170回国会開会後の11月11日、社会保

障及び労働問題等に関する調査を行うことを

決定し、続いて、臓器移植に関する件につい

て、舛添厚生労働大臣から臓器移植の実施

状況等について報告を聴取した。

11月13日、介護職員の平均給与額と給与

引上げの場合の介護報酬への影響、年金記

録改ざん問題に関する個別訪問調査結果等

を報告する必要性、周産期医療と救急医療と

の連携の必要性、医療安全対策に関する今

後の方針、公立病院の経営状況に関する認



識及び財政措置の在り方の検討状況、ジョブ

カード制度の利用状況及び若年者雇用に対

する厚生労働大臣の決意、全国の労働局に

よるいわゆる「派遣切り」の実態調査の必要

性、公的年金資金の運用の在り方等につい

て質疑を行った。

12月４日、国民年金法の初診日要件を緩

和して無年金障害者を救済する必要性、年

金記録の不適正な遡及訂正に対する今後の

方針、ミニカップ型こんにゃく入りゼリー製品

の危険性に対する認識、介護従事者の処遇

改善対策の概要、子どものいる国民健康保険

料滞納世帯への資格証明書の交付、労働者

派遣契約の中途解除に関する厚生労働大臣

の認識等について質疑を行った。

（２）委員会経過

○平成20年９月18日（木）（第169回国会閉会後

第１回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

標準報酬月額等の不適正な処理に関する件、

非食用事故米穀の不正流通に関する件、後期

高齢者医療制度等の保険料の特別徴収に関す

る件、社会保険病院及び厚生年金病院の在り

方に関する件、職業能力開発施策に関する件

等について舛添厚生労働大臣、鴨下厚生労働

副大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

森ゆうこ君（民主）、蓮舫君（民主）、中村

哲治君（民主）、小池晃君（共産）、福島み

ずほ君（社民）、坂本由紀子君（自民）、山

本博司君（公明）

○平成20年11月11日（火）（第１回）

理事の補欠選任を行った。

社会保障及び労働問題等に関する調査を行う

ことを決定した。

臓器移植に関する件について舛添厚生労働大

臣から報告を聴いた。

○平成20年11月13日（木）（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

介護従事者の給与改善のための介護報酬改定

に関する件、年金記録改ざん問題等の実態解

明に関する件、周産期救急医療対策に関する

件、医療安全対策に関する件、公立病院の経

営改善、医師確保等に関する件、若年者雇用

対策に関する件、事業縮少に伴う派遣労働者

等の解雇問題に関する件、公的年金資金運用

の在り方に関する件等について舛添厚生労働

大臣、大村厚生労働副大臣及び政府参考人に

対し質疑を行った。

〔質疑者〕

櫻井充君（民主）、森ゆうこ君（民主）、

足立信也君（民主）、古川俊治君（自民）、

石井準一君（自民）、山本博司君（公明）、

小池晃君（共産）、福島みずほ君（社民）

○平成20年11月20日（木）（第３回）

児童福祉法等の一部を改正する法律案（閣法

第10号）（衆議院送付）について舛添厚生労

働大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成20年11月25日（火）（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

児童福祉法等の一部を改正する法律案（閣法

第10号）（衆議院送付）について舛添厚生労

働大臣及び政府参考人に対し質疑を行った

後、可決した。

〔質疑者〕

神本美恵子君（民主）、大河原雅子君（民

主）、森ゆうこ君（民主）、島尻安伊子君（自

民）、南野知惠子君（自民）、山本博司君（公

明）、小池晃君（共産）、福島みずほ君（社

民）

（閣法第10号）

賛成会派 民主、自民、公明、共産、社民

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成20年11月27日（木）（第５回）

労働基準法の一部を改正する法律案（第166



回国会閣法第81号）（衆議院送付）について

舛添厚生労働大臣から趣旨説明を、衆議院に

おける修正部分について修正案提出者衆議院

議員細川律夫君から説明を聴いた。

○平成20年12月２日（火）（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

労働基準法の一部を改正する法律案（第166

回国会閣法第81号）（衆議院送付）について

修正案提出者衆議院議員細川律夫君、同桝屋

敬悟君、舛添厚生労働大臣、渡辺厚生労働副

大臣、岡田国土交通大臣政務官及び政府参考

人に対し質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

小林正夫君（民主）、津田弥太郎君（民主）、

坂本由紀子君（自民）、山本博司君（公明）、

小池晃君（共産）、福島みずほ君（社民）

（第166回国会閣法第81号）

賛成会派 民主、自民、公明

反対会派 共産、社民

○平成20年12月４日（木）（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

無年金障害者問題に関する件、年金記録改ざ

ん問題に関する件、こんにゃく入りゼリー製

品の安全性に関する件、介護従事者の処遇改

善に関する件、国民健康保険等における資格

証明書の発行に関する件、派遣労働者等の中

途解除に係る雇用問題に関する件等について

舛添厚生労働大臣、並木内閣府大臣政務官及

び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

谷博之君（民主）、蓮舫君（民主）、坂本

由紀子君（自民）、石井みどり君（自民）、

山本博司君（公明）、小池晃君（共産）、

福島みずほ君（社民）

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政

法人に関する法律案（第169回国会閣法第53

号）（衆議院送付）について舛添厚生労働大

臣から趣旨説明を、衆議院における修正部分

について修正案提出者衆議院議員岡本充功君

から説明を聴いた。

○平成20年12月９日（火）（第８回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政

法人に関する法律案（第169回国会閣法第53

号）（衆議院送付）について舛添厚生労働大

臣、渡辺厚生労働副大臣及び政府参考人に対

し質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

家西悟君（民主）、足立信也君（民主）、

谷博之君（民主）、古川俊治君（自民）、

山本博司君（公明）、小池晃君（共産）、

福島みずほ君（社民）

（第169回国会閣法第53号）

賛成会派 民主、自民、公明

反対会派 共産、社民

なお、附帯決議を行った。

○平成20年12月16日（火）（第９回）

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を

改正する法律案（第169回国会閣法第69号）（衆

議院送付）について舛添厚生労働大臣から趣

旨説明を聴いた。

○平成20年12月18日（木）（第10回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を

改正する法律案（第169回国会閣法第69号）（衆

議院送付）について舛添厚生労働大臣及び政

府参考人に対し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

風間直樹君（民主）、金子恵美君（民主）、

石井みどり君（自民）、山本博司君（公明）、

小池晃君（共産）、福島みずほ君（社民）

（第169回国会閣法第69号）

賛成会派 民主、自民、公明、共産、社民

反対会派 なし

国民健康保険法の一部を改正する法律案（衆

第２号）（衆議院提出）について提出者衆議

院厚生労働委員長田村憲久君から趣旨説明を

聴いた後、可決した。

（衆第２号）

賛成会派 民主、自民、公明、共産、社民

反対会派 なし

内定取消しの規制等のための労働契約法の一

部を改正する法律案（参第７号）

派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置

法案（参第８号）

雇用保険法の一部を改正する法律案（参第９



号）

期間の定めのある労働契約の規制等のための

労働契約法の一部を改正する法律案（参第10

号）

以上４案について発議者参議院議員直嶋正行

君から趣旨説明を聴き、同福山哲郎君、同近

藤正道君、同吉川沙織君、同亀井亜紀子君、

同津田弥太郎君、同松野信夫君、同小林正夫

君、舛添厚生労働大臣及び政府参考人に対し

質疑を行い、

派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置

法案（参第８号）

雇用保険法の一部を改正する法律案（参第９

号）

以上両案について国会法第57条の３の規定に

より内閣の意見を聴いた後、

内定取消しの規制等のための労働契約法の一

部を改正する法律案（参第７号）

派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置

法案（参第８号）

雇用保険法の一部を改正する法律案（参第９

号）

期間の定めのある労働契約の規制等のための

労働契約法の一部を改正する法律案（参第10

号）

以上４案をいずれも可決した。

〔質疑者〕

森ゆうこ君（民主）、坂本由紀子君（自民）、

山本博司君（公明）、小池晃君（共産）、

福島みずほ君（社民）

（参第７号）

賛成会派 民主、社民

反対会派 自民、公明

欠席会派 共産

（参第８号）

賛成会派 民主、社民

反対会派 自民、公明

欠席会派 共産

（参第９号）

賛成会派 民主、社民

反対会派 自民、公明

欠席会派 共産

（参第10号）

賛成会派 民主、社民

反対会派 自民、公明

欠席会派 共産

○平成20年12月24日（水）（第11回）

請願第333号外70件は、採択すべきものにし

て、内閣に送付するを要するものと審査決定

し、第７号外359件を審査した。

子ども手当法案（参第３号）の継続審査要求

書を提出することを決定した。

社会保障及び労働問題等に関する調査の継続

調査要求書を提出することを決定した。


